
別表（第６条関係） 資料１　令和8年4月1日施行予定

柏崎港

姫川港

岩船港
寺泊港
赤泊港
二見港

１円５６銭 １円５６銭 １円２７銭 ５１銭

５円５５銭 ５円５５銭 ５円５５銭 ４円５０銭 １円８０銭

７円４０銭 ７円４０銭 ７円４０銭 ６円 ２円４０銭

３円７０銭 ３円７０銭 ３円７０銭 ３円 １円２０銭

１円７２銭 １円７２銭 １円７２銭 １円４０銭 ５６銭

６円１１銭 ６円１１銭 ６円１１銭 ４円９５銭 １円９８銭

８円１４銭 ８円１４銭 ８円１４銭 ６円６０銭 ２円６４銭

４円７銭 ４円７銭 ４円７銭 ３円３０銭 １円３２銭

３７０円 ３７０円 ３７０円 無 料 無 料

１,１００円 １,１００円 １,１００円 無 料 無 料

２,６００円 ２,６００円 ２,６００円 ２,６００円 ８７０円

無 料 無 料 無 料 無 料 無 料

４円 ４円 ４円 ４円 １円３０銭

５円９４銭 ５円９４銭 ５円９４銭 ５円９４銭 １円９４銭

４０７円 ４０７円 ４０７円 無 料 無 料

１,２１０円 １,２１０円 １,２１０円 無 料 無 料

２,８６０円 ２,８６０円 ２,８６０円 ２,８６０円 ９５７円

無 料 無 料 無 料 無 料 無 料

４円７銭 ４円７銭 ４円７銭 ４円７銭 １円３２銭

６円５銭 ６円５銭 ６円５銭 ６円５銭 １円９８銭

無 料 無 料 無 料 無 料 無 料

７円２銭 ６円３１銭 ２円９７銭 ２円９７銭 １円

１４円４銭 １２円６１銭 ５円９３銭 ５円９３銭 １円９７銭

２５円５１銭

小木港
15円88
銭待合所及び手荷物取

扱所
一 般

使用期間が15日以内の場合
使用面積１平方メートル
使用日数１日につき

万代島
旅客ﾀｰ
ﾐﾅﾙ
15円57
銭

国際旅
客ター
ミナル
15円３
銭

両津港
12円78
銭

荷 さ ば き 地

使用日数が貨物の積卸作業開始前２日
以内又は完了後２日以内の場合

使用日数が貨物の積卸作業開始前３日
以上９日以内又は完了後３日以上９日
以内の場合　使用面積１平方メートル
使用日数１日につき

使用日数が貨物の積卸作業開始前10日
以上又は完了後10日以上の場合　使用
面積１平方メートル使用日数１日につ
き

貨 物

使用日数が貨物の積卸作業開
始前２日以内又は完了後２日
以内の場合

使用日数が貨物の積卸作業開
始前３日以上９日以内又は完
了後３日以上９日以内の場合
使用面積１平方メートル使用
日数１日につき

使用日数が貨物の積卸作業開
始前10日以上又は完了後10日
以上の場合　使用面積１平方
メートル使用日数１日につき

その他の使用

係 船

総トン数300トン未満の船舶
１隻１日につき

総トン数300トン以上500トン
未満の船舶　１隻１日につき

総トン数500トン以上の船舶
１隻１日につき

貨 物

物
揚
場
及
び
係
船
護
岸

輸出取引等に係る
使用

係 船

総トン数300トン未満の船舶
１隻１日につき

総トン数300トン以上500トン
未満の船舶　１隻１日につき

総トン数500トン以上の船舶
１隻１日につき

係
留
施
設
の
岸
壁
、
係
船
く
い
及
び
桟
橋

輸出取引等に係る
使用

係留時間が１時間以内の船舶　総トン
数１トンにつき

使用日数が貨物の積卸作業開
始前２日以内又は完了後２日
以内の場合

使用日数が貨物の積卸作業開
始前３日以上９日以内又は完
了後３日以上９日以内の場合
使用面積１平方メートル使用
日数１日につき

使用日数が貨物の積卸作業開
始前10日以上又は完了後10日
以上の場合　使用面積１平方
メートル使用日数１日につき

その他の使用

係留時間が１時間以内の船舶　総トン
数１トンにつき

港湾施設及び
その使用の区分

使用料算定の基礎

国際拠点港湾

係留時間が１時間を超え12時間以内
の船舶　総トン数１トンにつき

係留時間
が12時間
を超える
船舶

係留時間が24時間以内　総ト
ン数１トンにつき

係留時間が24時間を超える場
合　その超える12時間までご
とに総トン数１トンにつき

重　要　港　湾 地　方　港　湾

新潟港 直江津港
両津港

小木港

１円５６銭

係留時間が１時間を超え12時間以内
の船舶　総トン数１トンにつき

係留時間
が12時間
を超える
船舶

係留時間が24時間以内　総ト
ン数１トンにつき

係留時間が24時間を超える場
合　その超える12時間までご
とに総トン数１トンにつき
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柏崎港

姫川港

岩船港
寺泊港
赤泊港
二見港

港湾施設及び
その使用の区分

使用料算定の基礎

国際拠点港湾 重　要　港　湾 地　方　港　湾

新潟港 直江津港
両津港

小木港

３８円２７銭

７６６円

くん
蒸に
係る
使用

くん蒸１倉１回につき ３１,３３５円

その
他の
使用

１日につき １１,９４３円

山の
下上
屋
18円
１銭

その
他の
もの
14円
67銭

中央埠
頭２号
上屋
16円54
銭

その他
のもの

14円42
銭

両津
港南
埠頭
貨物
上屋
10円
19銭

小木
港

18円
43銭

姫川港
　２円９０銭

山の
下上
屋
27円
１銭

その
他の
もの
22円
１銭

中央埠
頭２号
上屋
24円82
銭

その他
のもの

21円64
銭

両津
港南
埠頭
貨物
上屋
15円
28銭

小木
港

27円
64銭 姫川港

　４円３６銭

専 用

山の
下上
屋
540円

その
他の
もの
440円

中央埠
頭２号
上屋
496円

その他
のもの

 432円

両津
港南
埠頭
貨物
上屋
306
円

小木
港

553
円 姫川港

　 ８７円

７円２６銭

１０円８９銭

専 用 ２１９円

５４円

３円５１銭 ３円１５銭 １円４９銭 １円４９銭 ４９銭

５円２７銭 ４円７４銭 ２円２３銭 ２円２３銭 ７６銭

専 用 １０５円 ９５円 ４５円 ４５円 １５円

２円４２銭 ２円１８銭 ８５銭 ８５銭 ３７銭

３円６９銭 ３円２８銭 １円４６銭 １円４６銭 ６１銭

その他の構造

一 般

使用期間が15日以内の場
合  使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用期間が16日以上の場
合  使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用面積１平方メートル
１月につき

保
管
施
設
の
野
積
場

ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙにおけ
るｺﾝﾃﾅ蔵置

20フィート換算によるコンテナ１個蔵置日
数１日につき

その他の使用

舗 装

上屋及び倉庫

鉄筋
造り
又は
鉄骨
造り

くん蒸庫
（１倉の
収容容積
が１00立
方ﾒｰﾄﾙを
超えるも
のに限
る。）

その他の
施設

一 般

一 般

使用期間が７日以内の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用期間が８日以上の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用面積１平方メートル
１月につき

未 舗 装

一 般

使用期間が７日以内の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用期間が８日以上の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

東港区

14円36
銭

両津
港そ
の他
のも
の
12円
98銭

使用期間が16日以上の場
合  使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

東港区

21円47
銭

両津
港そ
の他
のも
の
19円
47銭

使用面積１平方メートル
１月につき

東港区

430円

両津
港そ
の他
のも
の
389円

万代島
旅客ﾀｰ
ﾐﾅﾙ
468円

国際旅
客ター
ミナル
451円

両津港
384円

小木港
476円

使用期間が15日以内の場
合  使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

待合所及び手荷物取
扱所

一 般

使用期間が16日以上の場合
使用面積１平方メートル
使用日数１日につき

万代島
旅客ﾀｰ
ﾐﾅﾙ
23円35
銭

国際旅
客ター
ミナル
22円54
銭

両津港
19円17
銭

小木港
23円83
銭

専 用

使用面積１平方メートル１月
につき
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柏崎港

姫川港

岩船港
寺泊港
赤泊港
二見港

港湾施設及び
その使用の区分

使用料算定の基礎

国際拠点港湾 重　要　港　湾 地　方　港　湾

新潟港 直江津港
両津港

小木港

専 用 ７２円 ６６円 ２５円 ２５円 １２円
使用面積１平方メートル
１月につき
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柏崎港

姫川港

岩船港
寺泊港
赤泊港
二見港

港湾施設及び
その使用の区分

使用料算定の基礎

国際拠点港湾 重　要　港　湾 地　方　港　湾

新潟港 直江津港
両津港

小木港

水量１トンにつき
基本料金の0.5倍の
額

基本料金の0.5倍の
額

水量１トンにつき
基本料金の0.5倍の
額

基本料金の0.5倍の
額

４２，８３６円

７２，２８５円 ７２，２８５円

使用面積１平方メートル１月につき １，４６６円

船舶の長さ１メートル１年につき ７，１３４円

２円６６銭 ２円４０銭 ９３銭 ９３銭 ４１銭

７６円 ６８円 ２６円 ２６円 １３円

３円５１銭 ３円１５銭 １円４９銭 １円４９銭 ４９銭

５円２７銭 ４円７４銭 ２円２３銭 ２円２３銭 ７６銭

専 用 １０５円 ９５円 ４５円 ４５円 １５円

管 理 棟

プレジャーボート施
設の桟橋及び野積場

港 湾 施 設 用 地

工作物を設置す
るもの

使用期間が１月未満の
場合　使用面積１平方
メートル使用日数１日
につき

使用期間が１月以上の
場合　使用面積１平方
メートル１月につき

工作
物を
設置
しな
いも
の

舗装

一 般

使用期間が７日以内の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用期間が８日以上の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用面積１平方メートル
１月につき

加 算 料 金
(執務時間外 )

基本料金の0.5倍の
額

基本料金の0.5倍
の額

基本料金の0.5倍
の額

荷 役 機 械

移動式タワーク
レーン

１基使用時間１時間につ
き

コンテナクレー
ン

１基使用時間１時間につ
き

船
舶
給
水
施
設

輸出取引等に係る
使用

その他の使用

基 本 料 金
(執務時間内 )

12月１日から３月31日
まで　水量１トンにつ
き

水道料金に次の額
を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に204円
82銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に204円
82銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

４月１日から11月30日
まで　水量１トンにつ
き

水道料金に204円82
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に204円82
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

西港区
 232円
   45銭

東港区
 204円
   82銭

水道料金に142円
79銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に142円
79銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に142円79
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に142円79
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

西港区
 170円
   91銭

東港区
 142円
   79銭

水道料金に次の額
を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に186円20
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

西港区
 211円
   32銭

東港区
 186円
   20銭

加 算 料 金
(執務時間外 )

基本料金の0.5倍の
額

基本料金の0.5倍
の額

基本料金の0.5倍
の額

水道料金に129円
81銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に129円81
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に129円81
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

西港区
 155円
   37銭

東港区
 129円
  81銭

12月１日から３月31日
まで　水量１トンにつ
き

水道料金に次の額
を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に186円
20銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に186円
20銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に186円20
銭を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

基 本 料 金
(執務時間内 )

４月１日から11月30日
まで　水量１トンにつ
き

水道料金に次の額
を加えて得た額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）

水道料金に129円
81銭を加えて得た
額
（１円未満の端数
があるときは、こ
れを四捨五入して
得た額）
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柏崎港

姫川港

岩船港
寺泊港
赤泊港
二見港

港湾施設及び
その使用の区分

使用料算定の基礎

国際拠点港湾 重　要　港　湾 地　方　港　湾

新潟港 直江津港
両津港

小木港

２円４２銭 ２円１８銭 ８５銭 ８５銭 ３７銭

３円６９銭 ３円２８銭 １円４６銭 １円４６銭 ６１銭

専 用 ７２円 ６６円 ２６円 ２６円 １２円

１円２７銭 １円１４銭 ４５銭 ４５銭 ２０銭

３４円４９銭 ３１円１９銭 １２円１３銭 １２円１３銭 ５円２５銭

１，５００円 １，５００円 １，５００円 １，５００円 １，５００円

１，５００円 １，５００円 １，５００円 １，５００円 １，５００円

１個１年につき ３，０００円 ３，０００円 ３，０００円 ３，０００円 ３，０００円

外径が0.15
メートル未
満のもの

長さ1メー
トル1年に
つき

１１０円 ４７円 ４７円 ４７円 ４７円

外径が0.15
メートル以
上0.2メート
ル未満のも
の

長さ1メー
トル1年に
つき

１４０円 ６３円 ６３円 ６３円 ６３円

外径が0.2
メートル以
上0.4メート
ル未満のも
の

長さ1メー
トル1年に
つき

２９０円 １３０円 １３０円 １３０円 １３０円

外径が0.4
メートル以
上1.0メート
ル未満のも
の

長さ1メー
トル1年に
つき

７２０円 ３２０円 ３２０円 ３２０円 ３２０円

外径が1.0
メートル以
上のもの

長さ1メー
トル1年に
つき

１，４００円 ６３０円 ６３０円 ６３０円 ６３０円

１２円 ５円 ５円 ５円 ５円

７円 ３円 ３円 ３円 ３円

備考

  １　この表において「輸出取引等に係る使用」とは、消費税法施行令（昭和６３年政令第３６０号）第１７条第２項第３号に規定する役務の提供に係る使用をい　

  　う。

  ２　この表において「専用」とは３月以上継続して施設を使用する場合をいい、「一般」とは専用以外の場合をいう。

  ３　この表において「くん蒸に係る使用」とは、くん蒸を目的とした使用であって、貨物の入庫の日から当該貨物の出庫の日又は当該くん蒸に係る除毒若しくは

    排気が終了した日の翌日のいずれか早い日までのものをいう。

  ４　この表において「執務時間」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日に当たる日を除き、月曜日から金曜日まで

    にあっては午前８時３０分から午後５時まで、土曜日にあっては午前８時３０分から午後零時３０分までをいう。

  ５　１件の使用料が５０円未満の場合は、５０円とする。

  ６　第４条の規定により許可を受けた港湾施設の使用目的が当該施設本来の用途と異なる場合にあっては、その使用目的により、この表の港湾施設及びその使用

    の区分の欄に掲げる港湾施設のうち用途が同一である港湾施設の使用料を徴収する。

  ７　使用料の算定方法については、規則で定める。

港 湾 施 設 用 地

工作
物を
設置
しな
いも
の

未舗
装

一 般

使用期間が７日以内の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用期間が８日以上の場
合　使用面積１平方メー
トル使用日数１日につき

使用面積１平方メートル
１月につき

架空工作物又は
地下工作物

ハンドホール又
はマンホール

埋設管又は架空
管類

架 空 線
長さ１メートル１年につ
き

地 下 線
長さ１メートル１年につ
き

使用期間が１月未満の
場合　使用面積１平方
メートル使用日数１日
につき

使用期間が１月以上の
場合　使用面積１平方
メートル１月につき

電柱又は電話柱
本柱、支柱又は支線１
本１年につき

鉄 塔
使用面積 1.7平方メー
トル１年につき
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